
令和4年7月20日改訂

（参考）

（参考） 医療保険
1割 2割 3割

利用料金 650円/回 1300円/回 1,950円/回

麻薬管理
加算

100円/回 200円/回 300円/回

（参考）

300円/回

※令和4年4月時点の料金であり、

　　　　改正に伴い変更になることがあります。

1割 2割 3割

介護保険

※担当ケアマネがいる場合のフローチャート

医療保険

利用料金

麻薬管理加算

509円/回 1018円/回 1527円/回

100円/回 200円/回

稚内市における医療・介護の連携フローチャート Ｐａｒｔ ２

薬剤師による「居宅療養管理指導」フローチャート

利用者・家族 医療機関 ケアマネジャー薬剤師

・薬局まで行くのが大変

・薬が飲みにくくなってきた

主治医の同意・指示

（診療録に記載）

※保険割合分を利用

者自己負担あり（250

円×負担割合）

服薬について相談・

診療情報依頼（開始

時のみ）

※利用目的、利用開

始日、薬局名などを、

事前に電話連絡し、

詳細は書面で提供を。

【依頼先】

・市立稚内病院医事課

・市立稚内こまどり病院業務課

・稚内禎心会相談課

・勤医協宗谷医院医事課

・クリニック森の風事務担当者

・えきまえ診療所

・こどもクリニックはぐ

※R4年時点の依頼先であり、変更になること

があります。

医師から診療情報

提供書の受取り
薬局へ連絡 ケアマネからの

情報提供書

相談・提案

サービス担当者会議開催

（入院中の場合、退院時カンファレンス）

参加参加参加参加

認定なし

医療保険対象

在宅患者訪問薬剤

管理指導

申請中

事前に、要介護認定を

受けているかの確認

認定済み

居宅療養

管理指導

へ

介護予防

居宅療養

管理指導

へ

要介護

1～5

要支援

1～2

※1.令和4年4月時点の料金であり、改正に伴い変更になることがあります。

※2.限度額には含まれず、月4回を限度としています。

※3.がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている方については、週2回かつ月8回を限度としています。

・薬の管理が出来ない

・薬を飲み忘れてしまう

事前に居宅療養管理

指導に対する承諾・確

認（依頼する薬局等）

提案・説明

サービス提供に対

する了解 相談・依頼

利用薬局の確認等

説明と同意

契約締結・重要事項説明

ケアプラン作成交付

〇要支援の場合

介護予防サービス・支援計画表の支

援計画に記載

〇要介護の場合

2表に居宅療養管理指導記載、3表の

備考欄に記載

・ケースへ利用票交付

・薬局、サービス事業所へプラン交付

・退院時連絡調整を行った場合医療

機関にもプラン交付

訪問

介護保険証の確認

処方箋

（備考欄に訪問の

指示）
処方箋応需

・薬剤の調剤・調整

・薬剤ファイル等の作成

・薬学的管理指導計画

の策定

訪問・

薬学的管理指導

薬代・居宅管理指導料、薬

の受け渡し（交通費は各薬
局の規定に基づく）

医師へ報告

薬歴作成

居宅療養管理指導報告書

作成
ケアマネ等へ毎月の情報提供

随時、必要時の連絡

同時に実施す

ることもある

※実施していない

薬局もあります。

発行：稚内市在宅医療・介護連携推進検討会『てっぺんの会』
入退院等支援ワーキンググループ


